
議案第１２１号  

 

 

   調布市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  平成２８年１２月１２日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合を改めるため，提案するものであ

ります。  



調布市条例第    号  

 

 

   調布市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

 調布市職員の給与に関する条例（昭和３０年調布市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。  

 

 

 第１６条第６項中「３２５」を「３３０」に改める。  

 第１７条第２項中「８５」を「９０」に改め，同条第４項中「８５」を

「９０」に，「４０」を「４２．５」に改める。  

 

 

   附  則  

（施行期日等）  

１  この条例は，公布の日から施行する。  

２  この条例による改正後の調布市職員の給与に関する条例（以下「改正後

の条例」という。）の規定は，平成２８年１２月１日から適用する。  

（勤勉手当に関する特例措置）  

３  平成２８年１２月１日を基準日とする勤勉手当に関する改正後の条例第

１７条の規定の適用については，同条第２項中「９０」とあるのは「９５｣

と，同条第４項中「９０」とあるのは「９５」と，「４２．５」とあるの

は「４５」とする。  

（期末手当及び勤勉手当の内払）  

４  この条例による改正前の調布市職員の給与に関する条例（以下「改正前

の条例」という。）の規定により平成２８年４月１日からこの条例の施行

の日の前日までの間に職員に支給された期末手当及び勤勉手当は，改正後

の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。  



（差額の支給）  

５  平成２８年１２月１日を基準日とする期末手当として改正後の条例第  

１６条の規定により算定される額から改正前の条例第１６条の規定により

算定される額を減じて得た額の支給については，改正後の条例第１６条第

１項中「３０」とあるのは，「６０」とする。  

６  平成２８年１２月１日を基準日とする勤勉手当として附則第３項の規定

により読み替えて適用される改正後の条例第１７条の規定により算定され

る額から改正前の条例第１７条の規定により算定される額を減じて得た額

の支給については，改正後の条例第１７条第１項中「３０」とあるのは，

「６０」とする。  


